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(1)施設の建築に対して%補助がある場合の 4ア 年

施設で, ■型 (鉄骨′ヽウス )の 加温まで回収可能な作

物は,オ クラ, シュンギク,花 および野菜の 2作 以上

の全部で,パラとオタラ主体の野菜 3作 では,■ 型 (フ

ァイロン温室 )の 加温までの回収が可能である。

レ)こ れが, 補助 なしの 4フ 年施設では, I型 の加

温で回収できる作物は,花 と野菜 3作で, さらに石油

ショック以後の 49年施設になると回収可能な作物は,

メラと野菜 3作 (ォ タラ ー メロン ー シュンギク キ

_ウ リー メロンー シュンギタ)で ある。

4 む  す  び

施設作物では施設費,暖房費などの高騰により,現

状では,本 県で主流の鉄骨,加 温施設までの回収がぎ

りぎ りで,そ れ以上の施設になると,通 常の作付方式

での施設費の回収 1ま 非常に困難になる。

そこで,今 後さらに集約的で,収益性の高い作物の

発掘や,作型の創意工夫など,新技術開発に期待する

面が大きい。同時に省エネルギーに対応するためには ,

本県に多い水稲育苗施設のあと利用の方法 として無加

温作物の導入や野菜の冬期貯蔵 など,施設の高度化 と

は別に,ハ ウス利用の一環としても見直す時期である

ように思 う。

田畑複合経営における夏秋キュウリの主産地定着の課題

佐 々木勝美・徳差  武典・ 前 田 筒良

(青 森県農業試験場 )

1ま え が き

野菜が,青森県においても所得の高い作物 として,

各地域に集団的に栽培されてきている。 しかし本県の

場合は新興産地が多いため,主 産地として育成,定着

する上に多 くの問題点がある。

本報告は国の野菜指定産地制度によって, 昭和 47

年から十和田地域に導入された夏秋キュウリをとりあ

げ経営経済的特質 と主産地 として成立 し,今 後定着 し

ていくための課題について,昭禾048,49年 の調査結

果をもとに整理 してみたものである。なお,こ の調査

に当っては十和田市農協藤坂事業所,十和田地区農業

改良普及所の協力を得た。記 して謝意を表する次第で

ある。

2経 営 概 況

対象地,相坂地区は水田が多 く,対 象農家 10戸 の

耕地規模は最小 150a,最 大 420a,平均 288aで ,

うち畑は 73a(畑 地率 18%)で ある。

10戸の うち専業農家は 3戸のみで,兼業農家 が多

く,主 に土工 としての 日雇通勤である。キュウリの作

付は最大 20a, 最小 5a,平 均 8aで あるが,事業

農家は作付が多い (45a)。 農業所得に占めるキ _

ウリの所得割合は 15%に とどまる。

畑地の利用はキュウリ, ニンニク,大小豆の他は見

るべきものがない。キ _ウ リはこの 3年 間違作 してい

る農家が 4戸,最近 2年 間連作 している農家が 5戸で

連作が圧倒的である。

3 労働の時間 と配分

49年 か ら接木栽培が導入され (面 積率約 5割 ),

育苗労働,播種 (定植 )労働が増加 した。 10a当 り

の生産労働は
'12時

間で,そ の 6割 が粗選
'1,出

荷を

含む収穫労働である。

収穫は 7月 中旬か ら 10月 中旬まで続き, 8月 中下

旬に ピークを形成する。 ビーク時の労働時間は 10a

当 りで
'旬

100時 間 (1日 当 り 10時 間 )を 要 し, こ

の ビーク時の労働時間がキュウリの作付規模を制約す

る要因になっている (第 1表参照 )。

共選場である集送センターの荷受け時間が午前 8時

から 10時 までの 2時間である。 収穫はそれに間に合

うよう早朝 5時 ころに始まり, 8時半には農協への搬

出を完了する。 しか し最盛期にli午 前中だけの収穫で

:ま 間に合わず,翌 日出荷分を果温の低下 した午後 4時

から 6時 ころにかけて収穫する。 したがって, 1日 の

のべ収穫時間は一般に 5時 間程度である。

労働力 1人当 り平均 5時間の収穫可能労働から, 1

日
'Oa当

り 10時 間 の 収穫所要労働を消化するには

2人 の労働力を必要 とする。つまり労働力 1人 当 り5

aが 栽培限界である。
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第 1表  夏秋キュウリの時期別作業別労働時間 (10a当 り)

注 管理は間引,水かけ,芽 かき,摘心,つ る誘引な

4経  済  性

49年 の 10a当 り生産量は最も少ない農家が
'5ト

ン,最 大 ,7ト ン,平均 ス8ト ンである。 平均の相取

益は 591万 円.第 2次 生産費ヤま324万円, 所得 422

万円,利 潤 182万 円, 1日 (8時 間 )当 り家族労働報

酬は ,305円 (48年は 3,054円 )である。 なお所得

率は 31“ である。

(単位 :時間 )

どである。

次に生産費を賄い得る経済収量についてのべてみた

い。当然のことながら,収量が少ないと生産費は高 く

つき,収量の多 い農家はキロ当 り生産費が安 くつ く。

49年産のキ _ウ リでは第 1図 に示 したように, 手数

料等を差引いた農家の手取価格は フ6円 である。 した

がって ,4ト ン以上あれば経済的にベイする。ただ48

年の価格 (69円 )な どを考 え合せると夏秋キ^ウ リにお

ける生産費 を補 う経済的な収量は6ト ンは必要である。
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キロ当り第 2次生産費

48年平均価格 (69円 )
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農家 20aを 限度 とす る集約性の強い作物であことが

わかる。なおタバコとナガイモはどの階層にも採用 さ

れているように土地生産性,労 働生産性 とも高い水準

でバランスのとれた作物 とみることができる。 ダイズ

はどの階層にも採用 され得ない現状にある。
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第 1図  夏秋キュウリの 107-ル 当 り利潤が

プラスとなるための収量と価格の関係

5 市場の上場数量 と価格の関係

東京市場での上場数量 と価格の関係についてみると,

月別の上場数量 と価格の標準偏差 (前 月に対する変動

率 )は 上場数量の偏差値が昭和 44.45,46,47年 そ

れぞれ 4● 5541,40¢ であるのに対 して, 価格の

偏差値は 25.28.6ス 48.¢ で価格の変動の方がやや

大きい。 このことは,上場数量と価格の相関が非常に

有意性が高いことから(― Q“ ***～-087***),

例えば 47年 の偏差値では上場数量が 40%増 加する

と価格は 48%下 がることを意味する。

キュウリの価格形成においてはこのように供給量の

変動幅以上に,価格の変動幅が大きく, したがって,

不安定性の大きい作物であることが指摘される。

6 キュウリの適正規模

耕地面積 と作付規模の関係を十和国地域の主要作物

を対祭に線型計画法でみたのが第 2図 である。水稲 ,

ニンジン, ダイコンなどは粗放的作物 として耕地面積

の大きい経営に適 しているのに対 し,夏秋キ _ウ リは

25 ha未 満の比較的耕地面積の小さい階層に適 し, 1

0    100   200   300   400   500   600

経 営 耕 地 (a)

第 2図  経営規模 と作付の関係 (労働力 3人 )

7 主産地定着の課題

以上みてきた夏秋キュウリの経営経済面の現状 と特

質の他,今 まで問題 としてふれなかった行政の産地対

応の現状も含めて夏秋キュウ リの主産地定着の課題 を

のべてみたい。

1 兼業農家 とキ _ウ リ作の問題

兼業農家が多い中での野菜作 (殊 に労働集約なキュ

∞

積

（
じ

ナガイモ
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ウリ作 )は ,労 力 上作付の制約を受けやす く,兼業 と

キ_ウ リ産地の両立の困難性が指摘 される。すなわち,

基幹労働者が農作業に専念する態勢でないと主産地 と

してのキュウリ作は経営に定着 しないように思われる。

2 水稲プラスアルファーとしてのキ_ウ リ作の問題

農業所得に占める稲作所得が 80%と いう米作依存

の上に立 ったキュウリ作は,キ ュウリが低収に終って

も経営におよぼす影響は小さく,キ _ウ リで損 しても

大 したことがないという意識が存在 しゃすい。 したが

って,農 業所得に占めるキュウリの所得割合の向上,な

かんず く1農 家当りの作付規模の拡大が今後の課題で

ある。農業所得割合で30%, 作付規模にして
'農

家

最低 10a,平 均 20aは欲 しいところである。

5 輪作の問題

キュウ リは連作に耐え得ない作物であることは既に

指摘 されているがう,現状は新規導入地域であること

もあってか連作である。 しか し今後キ _ウ リを主産地

として定着させるためには収益 と労働配分を考慮 し,

異科作物の組み入れによる輪作の確立が必要である。

4 労働生産性の問題

キュウリは土地生産性 lま 高いが,労 働生産性 (1日

当 り家族労働報酬 )は ,他 の青森県の有力作物である

水稲 (a2千 円 ), リンゴ(42),ナ ガイモ (`9),
ニンニク(32)の 4748年 価格に比べ低 く

2), 
した

がって,こ れら作物 との対比において,さ らには兼業

への歯止めの Lか らも4.000円 は欲 しい (48年 5,050

円 )。 しか し,省 力化が困難な作物の特性上,こ れを

収量性に求めるとすれば, 10a当 り
'ト

ンの生産量

が要求される (現在 7～ 8ト ン )。

5 加工処理施設の問題

生産物の処理は現在農協経由による東京市場出荷 と

農家個 々による地元市場出荷がおおむね半 で々あって,

いずれも生出荷である。 しか し,キ ュウリを主産地 と

して定着 させるには生出荷だけでは不十分である。端

物処理 と価格調整機能 としての加工 (塩蔵 )施設の存

在が重要であるように思われる。

る 行政におけるアフターケアの問題

行政は産地の指定に伴 う認定業務の域にとどまって

いるが,病害虫の異常発生への対応策など主産地育成

上の障害に対する財政指導は新産地成立の要件であり,

今後の課題 として指摘 される。
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ブ ドウ集 団栽培 の運営 と問題点

―
一 部脇 業型 の事例か ら

一

中  正  保  治

(岩手県立農業試験場 )

1 は  じ め  に

近年 ブ ドウは全 国的 に栽培面積の増加の傾向にある

が,本県においてもブ ドウ作 りの集団導入が行なわれ

ている現状にある。

ブ ドウな ど果樹作は一般 に資本の長期固定性,労働

の集約性 さらには流通上の問題等があって個別自己完

結的な経営対応のみでは解決の困難な課題が多いが ,

集団による共同化はこのような課題解決の一方法 とみ

られる。 しか し集団の運営は必ず しも うま く行なわれ

てはいない。

そのため県内の部門協業型の 3事例 をとりあげて集

団裁培における問題点を明らかに しようとした。調査

はそれぞれの集団の経営実績調査,労 働出役調査およ

び意識調査 を行な った。

2 調 査 結 果

1 集団の区分

部門協業経営の分類にlt管理運営権 と物権の所在か

ら行なわれている (農林水産技術会議事務局 )も のな

どがあるが,こ こでは個,1経営内に占めるブドウ作部

門の位置から区分を行なった (第 1表 )。


